
各種証明書（卒業生関係）における証明手数料の納付方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 山梨県収入証紙の廃止について 

○販売の終了 

令和 7 年 12 月の各販売場所の年内最終営業日で収入証紙の販売が終了します。最終営業日は、

各販売場所にお問い合わせください。 

<販売場所一覧（県 HP より）> 

https://www.pref.yamanashi.jp/sui-kai/92858620979.html#hanbaibasho 

○利用期限 

購入した収入証紙は、令和 8 年 3 月 31 日（火）まで利用可能です。 

※令和 8 年 4 月 1 日からは使用不可 

 

 

② 新しい納付方法（POS レジ収納）について 

POS レジ設置窓口で証明手数料を納付してください。 

なお、納付後に発行される「納付済証」を学校に提出する証明書交付申請書に貼付してください。 

（ 「Ｑ＆Ａ」Ｑ２を参照） 

○納付場所・時間 

令和 8 年 1 月 5 日（月）から別紙 1 の POS レジ設置場所及び設置時間で納付が可能です。 

※これまでの収入証紙の販売場所とは異なりますのでご注意ください。 

○納付方法 

別紙 2 を確認してください。 

○その他 

・窓口では、現金・キャッシュレスでの納付が可能です。 

・手数料の納付を証明できるものは「納付済証」です。領収書（レシート）等では代替ができ

ません。 （ 「Ｑ＆Ａ」Ｑ２を参照） 

・2 人分以上の納付を行う場合、1 人分ごとに会計が必要です。 （「Ｑ＆Ａ」Ｑ３を参照）。 

 

山梨県収入証紙が廃止され、証明手数料の納付方法が変わります！ 

 これまでは、証明書に係る証明手数料を納付するために、収入証紙を購
入いただいておりました。 

 この収入証紙は、令和 7 年 12 月で販売が終了し、令和 8 年４月以降は
使用できません。 

 令和 8 年 1 月からは、新しい納付方法が始まります。 

証明書交付申請される皆さまへ 



POS レジ設置箇所一覧 

NO, 設置場所（所属名） 住所 
設置時間 

（平日のみ） 

1 山梨県庁会計課 甲府市丸の内 1-6-1（別館 1 階） 8:30-17:15 

2 
北巨摩合同庁舎 

（中北保健福祉事務所） 
韮崎市本町 4-2-4 8:30-17:15 

3 
東山梨合同庁舎 

（峡東保健福祉事務所） 
山梨市下井尻 126-1 8:30-17:15 

4 東八代合同庁舎（総合県税事務所） 笛吹市石和町広瀬 785 8:30-17:15 

5 
南巨摩合同庁舎 

（峡南地域県民センター） 
南巨摩郡富士川町鰍沢 771-2 8:30-17:15 

6 
西八代合同庁舎 

（峡南地域県民センター西八代） 
西八代郡市川三郷町高田 111-1 8:30-17:15 

7 
南都留合同庁舎 

（富士・東部地域県民センター） 
都留市田原 2-13-43 8:30-17:15 

8 
富士吉田合同庁舎 

（富士・東部保健福祉事務所） 
富士吉田市上吉田 1-2-5 8:30-17:15 

9 甲府警察署 甲府市中央 1-10-1 9:00-16:00 

10 南甲府警察署 甲府市中小河原町 404-1 9:00-16:00 

11 南アルプス警察署 南アルプス市十五所 759-2 9:00-16:00 

12 甲斐警察署 甲斐市志田 670 9:00-16:00 

13 北杜警察署 北杜市長坂町長坂上条 2575-79 9:00-16:00 

14 鰍沢警察署 富士川町最勝寺 1306 9:00-16:00 

15 南部警察署 南部町南部 9335-1 9:00-16:00 

16 下山駐在所 身延町下山 11353-4 9:00-16:00 

17 笛吹警察署 笛吹市石和町市部 555 9:00-16:00 

18 日下部警察署 山梨市北 261 9:00-16:00 

19 富士吉田警察署 富士吉田市旭 1-5-1 9:00-16:00 

20 大月警察署 大月市大月町真木 197-3 9:00-16:00 

21 上野原警察署 上野原市上野原 3819 9:00-16:00 

(別紙 1) 



 

証明手数料の新たな納付（POS レジ収納）の方法について 

 

 

1. 修了、卒業及び成績等に関する証明（1 通 400 円）の納付連絡票を巻末に添付しています。 

必要枚数分の納付連絡票を手順③で提示できるように準備してください。 

2. また、納付連絡票は、以下の URL からもダウンロードできます。 

◎【1 枚用】 修了、卒業及び成績等に関する証明手数料（納付連絡票）（400 円） 

https://www.pref.yamanashi.jp/documents/123332/noufurenrakuhyou.pdf 

※参照 「県立学校卒業生の各種証明書の手数料納付方法について」 （教育庁総務課ＨＰ） 

 

 

 

※取扱時間も場所により異なりますので必ず確認してください。 

 

 

 

※①で入手した納付連絡票の手数料名・金額に間違いがないか再度確認してください。 

※納付連絡票のバーコードを紙又はスマートフォン画面で提示してください。 

※窓口では、手数料の種類や金額を質問しても回答できません。 

 

 

 

※2 人分以上を納付する場合、1 人分ごとに分けて会計をしてください。 

※現金、クレジットカード、電子マネー、コード決済が可能です。 

 

 

 

※現金で支払うと「納付済証」とレシート（領収書）が発行されます。 

キャッシュレスで支払うと「納付済証」とレシート（利用明細書）が発行されます。 

なお、領収書の発行が必要である場合は、必ず現金で納付してください。 

※証明書 1 通につき、1 枚の「納付済証」が必要です。申請書に「納付済証」を貼付してください。 

※「納付済証」は、いかなる理由でも再発行はできません。紛失しないようにご注意ください。 

※納付済証は感熱紙です。紫外線（直射日光）や薬品（アルコール等）、高温多湿な環境、時間経過

等が原因で印字が薄れることがあります。 「納付済証」の部分及び手数料名、納付額の印字が読み

取れない納付済証は使用することができません。保管する際は十分にご注意ください。 

 

 

手順① 納付連絡票を次の方法で準備 

手順② POS レジの設置場所及び設置時間を別紙 1 で確認 

手順③ 納付連絡票のバーコードを POS レジで提示 

手順④ POS レジで証明手数料を納付 

手順⑤ POS レジで 「納付済証」を受け取り、大切に保管！ 

(別紙 2) 



レシート 

Q＆A 

Ｑ１．収入証紙を購入したけど使いませんでした。返金してもらえますか。 

Ａ１．令和 12 年 12 月 27 日まで還付（返金）が可能となります。収入証紙の額面の合計か

ら当該金額の 3.3％にあたる金額を除いた額（端数切り捨て）を口座振り込みによりお

返しします。 

今後、県出納局会計課 HP に案内等が掲載される予定です。詳細は、県出納局会計課

（電話番号：055-223-1304）にお問い合わせください。 

 

Ｑ２．納付済証はどのようなものですか。 

Ａ２．イメージ画像は以下のとおりです。レシート（現金納付の場合は領収書、キャッシュ

レス納付の場合は利用明細書）と納付済証が 2 枚綴りで発行されます。 

納付済証は、納付手数料名（略字）と納付金額が印字されます。納付済証を受け取っ

た際に<納付済証>の印字があること、納付手数料名（略字）及び納付金額が正しいこと

を確認してください。 

＜納付手数料名（略字）＞ 

  ・修了、卒業及び成績等に関する証明手数料（400 円の場合） → 山梨県手数料 00802 

 

＜イメージ画像＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらを申請書に貼付 

納付手数料名 
（略字） 

納付済証 

約 12cm

～15cm 

5.8cm 

納付金額 

＜納付済証＞ 

こちらは申請書には貼付できません 



Ｑ３．複数人分をまとめて納付することはできますか。 

Ａ３．まとめて納付することはできません。2 人分以上を納付する場合は、1 人分ごとに会計

が必要となります。 

（例）兄の証明 2 通と弟の証明 1通の計 3 通分の証明手数料を納付した場合 

1 度の会計で 1,200 円 （400 円×3通分）を納付した場合、1,200 円の納付済証 1枚が発行されてし

まいます。その場合、それぞれの申請書に納付済証を貼り付けることができませんので、必ず 1 人分

ごとに会計をして 800 円と 400 円の納付済証を受け取ってください。 

 

Ｑ４.納付済証を紛失した場合どうしたらいいですか。 

Ａ４．再発行はいかなる理由があってもできません。証明手数料を再度ご納付いただく必要

があります。なお、レシート（領収書）による代替は認められておりませんので、申請

書にレシート（領収書）が貼付されている場合は、受理できません。 

納付済証を紛失することのないよう十分に注意してください。 

 

Ｑ５．新たな納付方法で間違った納付をしてしまいました。返金してもらうことは可能です

か。 

Ａ５．納付済証を証明書交付申請書に貼付し、提出していない場合には返金可能です。 

 納付した当日 

・現金及び一部のキャッシュレス決済は、収納した当日中（※）であれば、納付済証と引

き換えに、現金での返金対応を行うことができます。 ただし、返金・取消処理が可能

なレジは、実際に収納を行ったレジに限りますのでご留意ください。 

例）東八代合同庁舎で手数料を納付 

⇒ 納付当日に甲府市の本庁所属で申請手続き。その場で誤納付が発覚。 

⇒ 本庁のレジ設置所属である会計課のレジでは返金不可。北巨摩合同庁舎の 

レジでの返金を求める。 

（※） 当日中であっても、レジ閉めの処理後は返金対応を行うことができません。 

 

・手続きには、当日付の納付済証原本、（<納付済証>の文言、手数料名、納付額の印字を

読み取ることができない場合は、還付対象となりません）及びレシートが必要となり

ます。 

【当日中の返金や決済取消ができる決済種別】 

決済種別 使用可能な決済種別 当日の返金・決済取消 

現金 ― ○ 

クレジットカード VISA、Mastercard、JCB、AmericanExpress、Diners Club ○ 

電子マネー 交通系 IC、QUICPay+、楽天 Edy、WAON、nanaco × 

コード決済 Smart Code、PayPay、d 払い、楽天ペイ、Alipay、Wechat pay ○ 

 

 納付した翌日以降 

・県出納局会計課で全ての決済種別の返金手続きができます。 

・詳細は、出納局会計課（電話番号:055-223-1304）にお問い合わせください。 



　◆ 留意事項

  ・ 手数料等を納付するときは、本票をレジ設置窓口に持参してください。
  ・ 窓口で手数料等を納付されましたら、レシートと合わせて発行される納付済証を
   受け取り、 申請書等と併せて、手続きの担当課へご提出ください。
  ・ 納付済証は再度の発行を行うことができませんので、大切に保管してください。
  ・ キャッシュレス決済の場合、領収書を発行することができません。
   領有書の発行を希望される場合は、現金による納付をお願いします。 

　◆ 手数料等収納用レジの設置場所

  ・下記QRコードからご確認ください。

納付金額 ４００円

山梨県 手数料納付連絡票

手数料名 修了、卒業及び成績等に関する証明手数料

略称 山梨県手数料00802


